
令和３年３月 

お客さま各位 

上越信用金庫 

 

「カード規定（法人用）」の改定について 

 

平素は当金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

さて、当金庫は、令和３年４月５日（月）より法人用キャッシュカード規定を

下記のとおり改定いたしましたので、お知らせします。 

なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用さ

せていただきますので、ご了承ください。 

記 

１．改定日 

令和３年４月５日（月） 

２．主な改定内容 

ローソン銀行との直接提携により、当金庫法人カードによるローソン銀行

ATM での利用が可能となります。 

以上 

 

 

○改定後の「カード規定」はこちら。 

https://www.joetsu-shinkin.jp/wp-content/uploads/2021/03/c49f1cec0bb1bb4e28a590025341298f.pdf

